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(57)【要約】
【課題】被操作体の起立姿勢を維持する自律制御のみで
は得られ難い臨機応変で安定した高速動作を被操作体に
させることができる遠隔操作システムを提供すること。
【解決手段】遠隔操作システム１０は、操作者Ｈの遠隔
操作により所定の部位が動作可能となる機構を有するロ
ボット１１と、操作者Ｈの身体の動作状況を検出する動
作検出装置１２と、操作者Ｈに刺激を提示するように動
作する刺激提示装置１３と、ロボット１１及び刺激提示
装置１３の動作制御を行う制御装置１４とを備える。刺
激提示装置１３は、ロボット１１の足部１８Ａの接地圧
の作用部位に対応する操作者Ｈの足裏の部位に接地圧の
大きさに応じた足裏力覚情報として圧力刺激を付与する
ように動作制御される。ロボット１１は、圧力刺激の提
示後に、動作検出装置１２の検出結果から、操作者の腕
部や体幹部の動作に追従するように、これら腕部や体幹
部に対応する部位が動作制御される。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者の遠隔操作により所定の部位が動作可能となる機構を有する被操作体と、前記操
作者の身体の動作状況を検出する動作検出装置と、前記操作者に刺激を提示するように動
作する刺激提示装置と、前記被操作体及び前記刺激提示装置の動作制御を行う制御装置と
を備えた遠隔操作システムにおいて、
　前記被操作体は、人体の腕部、体幹部、及び脚部に対応する部位を含む人体模擬形状を
なし、前記脚部に対応する部位には、起立状態で所定の接地面に接地する足部が設けられ
、
　前記刺激提示装置は、前記足部の接地により前記足部が受ける反力となる接地圧の作用
部位に対応する前記操作者の足裏の部位に、前記接地圧の大きさに応じた足裏力覚情報と
して圧力刺激を付与するように動作制御され、
　前記被操作体は、前記圧力刺激の提示後に、前記動作検出装置の検出結果から、前記操
作者の腕部や体幹部の動作に追従するように、これら腕部や体幹部に対応する部位が動作
制御されることを特徴とする遠隔操作システム。
【請求項２】
　操作者の遠隔操作により所定の部位が動作可能となる機構を有する被操作体と、前記操
作者の身体の動作状況を検出する動作検出装置と、前記操作者に刺激を提示するように動
作する刺激提示装置と、前記被操作体及び前記刺激提示装置の動作制御を行う制御装置と
を備えた遠隔操作システムにおいて、
　前記被操作体は、人体の腕部、体幹部、及び脚部に対応する部位を含む人体模擬形状を
なし、前記脚部に対応する部位には、起立状態で所定の接地面に接地する足部が設けられ
、当該足部は、前記足部の接地により受ける反力となる接地圧を検出可能な接地圧検出部
を含み、
　前記刺激提示装置は、前記足部における前記接地圧の作用部位に対応する前記操作者の
足裏の部位に対する押圧力の変化により、足裏力覚情報として当該足裏に圧力刺激を提示
可能に設けられ、
　前記制御装置は、前記接地圧検出部での検出結果により、前記接地圧に基づく前記押圧
力で前記足裏の部位を押圧するように前記刺激提示装置を動作制御する足裏押圧制御部と
、前記圧力刺激を受けた後での前記操作者による腕部や体幹部の動作に追従させるように
、前記動作検出装置の検出結果に基づいて前記被操作体での対応部位の動作制御を行うス
レーブ側動作制御部とを備えたことを特徴とする遠隔操作システム。
【請求項３】
　前記足裏押圧制御部は、予め設定された前記操作者及び前記被操作体の重量差を考慮し
たスケーリングにより、前記足裏への目標押圧力を調整するスケーリング変換器と、当該
目標押圧力で前記操作者の足裏を押圧するように前記刺激提示装置に動作指令するコント
ローラとを備えたことを特徴とする請求項２記載の遠隔操作システム。
【請求項４】
　前記スレーブ側動作制御部は、予め設定された前記操作者及び前記被操作体の体格差や
重量差を考慮したスケーリングにより、前記操作者の動作量を前記被操作体の目標動作量
に変換するスケーリング変換器と、前記目標動作量での動作を前記被操作体に実現させる
ように前記被操作体に動作指令するコントローラとを備えたことを特徴とする請求項２記
載の遠隔操作システム。
【請求項５】
　前記スレーブ側動作制御部では、前記スケーリング変換器により、前記操作者の腕部と
、当該腕部に対応する前記対応部位との長さの差に応じて、当該対応部位の目標動作位置
を調整する位置スケーリングが行われることを特徴とする請求項４記載の遠隔操作システ
ム。
【請求項６】
　前記スレーブ側動作制御部では、前記スケーリング変換器により、前記動作検出装置の
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検出結果から、前記操作者の腕部及び／又は体幹部の動作速度を求め、前記体格差及び／
又は前記重量差に応じて、前記被操作体の前記対応部位の動作速度を調整する速度スケー
リングが行われることを特徴とする請求項４記載の遠隔操作システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マスタースレーブ方式の遠隔操作システムに係り、更に詳しくは、２足歩行
型のロボット等の被操作体から離れた操作者が、被操作体の接地状況を感覚的に把握しな
がら、操作者の動作に追従させて被操作体を遠隔操作する遠隔操作システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、人間の動作に連動するロボットの操作システムが種々開発されている。例えば、
特許文献１には、操作者の動作をそのままトレースして２足歩行型のロボットを直感的に
動作させるマスタースレーブ方式の遠隔操作装置が開示されている。この遠隔操作装置に
より操作されるロボットは、当該操作に基づいて指定された足先位置に、その足先を移動
させる際に、全身バランスを考慮した姿勢修正がなされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９７５３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１のような従来の遠隔操作ロボットにあっては、次のよう
な不都合を生じる。すなわち、作業時に予期せぬ接触や路面の凹凸等によりロボットが不
安定になる場合、ロボット自身の動作制御により、自立的な安定動作を行うように作用す
る。ところが、人間のように、視覚、足裏感覚、前庭感覚、全身の体性感覚といった莫大
な情報の高速処理ができないため、ロボットが予期しない接地状況によっては、人間より
も起立姿勢の安定性が低くなる。従って、予期しない不安定な接地環境下においては、人
間に比べてロボットの方が転倒の可能性が高くなる。また、各種の接地状況に対応してロ
ボットの起立姿勢を維持するように、ロボットを動作制御するためには、様々なデータを
事前に取得し、ロボットに学習させることもあり得る。ところが、様々なケースに応じた
膨大な学習用のデータが必要となり、精度向上に時間がかかり、硬さ、摩擦、形状等が様
々な接地環境への対応には一定の限界がある。
【０００５】
　本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、被操作体
の起立姿勢を維持する自律制御のみでは得られ難い臨機応変で安定した高速動作を被操作
体にさせることができる遠隔操作システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明は、主として、操作者の遠隔操作により所定の部位が
動作可能となる機構を有する被操作体と、前記操作者の身体の動作状況を検出する動作検
出装置と、前記操作者に刺激を提示するように動作する刺激提示装置と、前記被操作体及
び前記刺激提示装置の動作制御を行う制御装置とを備えた遠隔操作システムにおいて、前
記被操作体は、人体の腕部、体幹部、及び脚部に対応する部位を含む人体模擬形状をなし
、前記脚部に対応する部位には、起立状態で所定の接地面に接地する足部が設けられ、前
記刺激提示装置は、前記足部の接地により前記足部が受ける反力となる接地圧の作用部位
に対応する前記操作者の足裏の部位に、前記接地圧の大きさに応じた足裏力覚情報として
圧力刺激を付与するように動作制御され、前記被操作体は、前記圧力刺激の提示後に、前
記動作検出装置の検出結果から、前記操作者の腕部や体幹部の動作に追従するように、こ
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れら腕部や体幹部に対応する部位が動作制御される、という構成を採っている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ロボット等の被操作体が操作者とは離れた環境から受ける接地情報が
感覚的に操作者に提示され、当該感覚に対する操作者の反応動作を利用することで、被操
作体の起立姿勢を維持する自律制御のみでは得られ難い臨機応変で安定した高速動作を被
操作体にさせることが可能になる。すなわち、先ず、刺激提示装置により、２足歩行型の
ロボット等の被操作体の接地状況が操作者の足裏に足裏感覚情報として感覚的に提示され
る。これにより、被操作体が凹凸面や傾斜地等に接地して起立状態のバランスが崩れた際
に、操作者は、自身の足裏に提示された足裏感覚情報を通じて、自身がバランスを保持す
るように動作することで、当該バランス保持動作を被操作体に模倣させることができる。
つまり、操作者自身の運動によるバランス保持動作を被操作体の転倒回避動作として適用
させることにより、被操作体は、従来の転倒防止のための自律制御に比べ、臨機応変に、
安定した高速動作が可能となる。ここで、操作者側及び被操作者側の双方で単に取得され
たデータをそのまま相互に伝送するのみならず、操作者及び被操作体の体格差や重量差を
考慮したスケーリングによる調整を行うことも可能である。これにより、操作者は、あた
かも自身が被操作体の起立場所にいるかのように、被操作体の接地状況をより正確に認識
でき、操作者のバランス保持動作が被操作体のバランス保持動作により有用となるように
、被操作体を操作可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る遠隔操作システムを表す概念図である。
【図２】前記遠隔操作システムの動作制御に係る概略構成を表すブロック図である。
【図３】前記遠隔操作システムを構成するロボットの左右の足部の概略底面図である。
【図４】前記遠隔操作システムを構成する刺激提示装置の概略斜視図である。
【図５】（Ａ）、（Ｂ）は、前記刺激提示装置を構成する押圧機構をそれぞれ別の角度か
ら見た概略拡大斜視図である。
【図６】前記押圧機構の与圧部の概略拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１０】
　図１には、本実施形態に係る遠隔操作システムを表す概念図が示されており、図２には
、前記遠隔操作システムの動作制御に係る概略構成を表すブロック図が示されている。こ
れらの図において、前記遠隔操作システム１０は、操作者Ｈの遠隔操作により所定の部位
が動作可能となる機構を有する被操作体としてのロボット１１と、操作者Ｈの身体の動作
状況を検出する動作検出装置１２と、操作者Ｈに刺激を提示するように動作する刺激提示
装置１３と、ロボット１１及び刺激提示装置１３の動作制御を行う制御装置１４とを備え
ている。
【００１１】
　なお、以下のロボット１１及び操作者Ｈ等に関する説明で、位置若しくは方向を示す「
前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下」は、特に明記しない限り、ロボット１１
や操作者Ｈを正面から見た状態における「前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下
」を意味する。
【００１２】
　前記ロボット１１は、特に限定されるものではないが、図１に示されるように、公知の
構造からなる複数の可動部を有する多自由度の２足歩行型の人体模擬形状をなし、本実施
形態では、人間よりも小さいスケールのアミューズメント用のロボットが用いられる。前
記可動部としては、人体の腕部に対応する左右の腕部１６と、これら腕部１６に繋がると
ともに、人体の体幹部に対応する中央の体幹部１７と、体幹部１７の下側部分に繋がると
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ともに、人体の脚部に対応する左右の脚部１８とを含んで構成されている。
【００１３】
　前記各腕部１６は、体幹部１７の上側部分に対し、肩関節部分１６Ａを介して前後方向
及び左右方向に回転可能に接続されている。また、これら左右の腕部１６は、その途中部
分で、人体の上腕部及び前腕部のような一方向の屈伸動作を可能にする肘関節部分１６Ｂ
を有する。肩関節部分１６Ａ及び肘関節部分１６Ｂには、それらの回転動作をさせるため
の駆動力を付与するサーボモータ等の腕駆動装置２０及び肘駆動装置２１（図２参照）が
設けられている。
【００１４】
　前記体幹部１７は、各腕部１６が繋がる上部領域１７Ａと、各脚部１８が繋がる下部領
域１７Ｂとの間を前後方向及び左右方向に相対回転可能に接続する接続部１７Ｃを有する
。接続部１７Ｃには、前記相対回転動作をさせるための駆動力を付与するサーボモータ等
の体幹駆動装置２２（図２参照）が設けられている。
【００１５】
　前記左右の脚部１８の先端側には、起立状態のロボット１１が地面、床面、或いは路面
（以下、「接地面」と称する）に接触（接地）する部分となるプレート状の足部１８Ａが
それぞれ設けられている。当該足部１８Ａは、接地により受ける接地面からの反力となる
接地圧を検出可能な接地圧検出部２４（図２参照）を有する。本実施形態において、接地
圧検出部２４は圧力センサからなり、各足部１８Ａの６箇所に埋設されている。つまり、
本実施形態では、図３に示されるように、接地圧検出部２４が、人体の足の親指に対応す
る領域Ａ内の１箇所と、同母指球に対応する領域Ｂ内の１箇所と、同小指球に対応する領
域Ｃ内の１箇所と、同踵に対応する領域Ｄ内の左右２箇所と、同小指球と同踵の間の領域
Ｅ内の１箇所とに設けられている。なお、接地圧検出部２４は、本実施形態での設置部分
や設置数に限らず、種々の配置態様が可能であり、足部１８Ａの所定部位が受ける接地圧
を検出できるものであれば、様々な構造のセンサ類等の機器やシステムを採用することが
できる。
【００１６】
　なお、その他のロボット１１の構成については、本発明の本質に直接関係しないため、
詳細な説明を省略する。
【００１７】
　前記動作検出装置１２は、図１及び図２に示されるように、操作者Ｈの左右それぞれの
腕部の位置情報及び姿勢情報を検出する腕動作検出部２６と、操作者Ｈの体幹部の姿勢情
報を検出する体幹動作検出部２７とを含んで構成される。
【００１８】
　前記腕動作検出部２６は、操作者Ｈの各腕部の先端側部分における直交３軸方向の３次
元位置からなる位置情報と、同先端側部分における前後方向及び左右方向の回転角度から
なる姿勢情報とを少なくとも計測可能なモーションセンサ及びその付属機器からなる。
【００１９】
　前記体幹動作検出部２７は、操作者の体幹部における前後方向及び左右方向の回転角度
からなる姿勢情報を少なくとも計測可能な公知のモーションセンサ及びその付属機器から
なる。
【００２０】
　なお、前記動作検出装置１２としては、前述した位置情報や姿勢情報を取得可能な限り
において、種々のセンサ、検出器、或いは検出システム等を採用することができる。
【００２１】
　前記刺激提示装置１３は、足部１８Ａの接地によりロボット１１が受ける反力となる接
地圧の作用部位に対応する操作者Ｈの足裏の部位に、前記接地圧の大きさに応じた足裏力
覚情報として、操作者Ｈの足裏に対する圧力刺激の提示を可能に構成されている。つまり
、この刺激提示装置１３は、ロボット１１の足部１８Ａに取り付けられた各接地圧検出部
２４の設置位置、つまり、前記領域Ａ～Ｅ内における前記６箇所に対応する操作者Ｈの足
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裏の部位を押圧可能に動作する。
【００２２】
　前記刺激提示装置１３は、左右両足用として同一の構造のものが一対設けられ、それら
の構成に関する以下の説明においては、一方について説明を行い、同一構造をなす他方に
ついての説明は省略する。
【００２３】
　この刺激提示装置１３は、図４に示されるように、接地面に設置され、中空部分を有す
る外枠２９と、外枠２９内の中空部分に配置され、操作者Ｈの足裏を押圧する押圧ユニッ
ト３０とを備えている。
【００２４】
　前記外枠２９には、押圧ユニット３０の上方位置で、平面視方形状の外形を有するプレ
ート３２が固定されている。このプレート３２の中央部分には、その上下方向に貫通する
方形状の角穴３２Ａが形成されている。当該角穴３２Ａは、操作者Ｈの足を挿通可能とな
るように、また、その内部空間を通じて上方から押圧ユニット３０の上端側の全ての部分
を臨めるようなサイズ及び配置となっている。
【００２５】
　前記押圧ユニット３０は、図３の接地圧検出部２４に対応した操作者Ｈの足裏の部位を
押圧可能となる６箇所にそれぞれ配置された押圧機構３４と、外枠２９に固定され、押圧
機構３４の下端側を固定支持するベース板３５とからなる。
【００２６】
　前記各押圧機構３４は、それぞれほぼ同一の形状及び構造をなし、図５の各図にも示さ
れるように、ベース板３５に取り付けられる中空の下部カバー３７と、下部カバー３７の
内部に配置されるモータ等の押圧駆動装置３８と、下部カバー３７の上側に固定された中
空の上部カバー３９と、上部カバー３９の内部で同図中上下方向に延びるように配置され
るとともに、押圧駆動装置３８の回転軸に軸継手４０を介して接続されるねじ軸４１と、
ねじ軸４１に噛合するナット４２と、当該ナット４２に一体的に固定されるとともに、上
部カバー３９に対して同図中上下方向に移動可能に設けられたスライダー４３と、スライ
ダー４３の同図中上端側に固定された与圧部４４とを備えている。
【００２７】
　前記ねじ軸４１は、押圧駆動装置３８の駆動によってその中心軸回りに正逆方向に回転
可能となっており、ナット４２との間でボールねじを構成する。従って、押圧駆動装置３
８の駆動により、ねじ軸４１が正逆方向に回転すると、ねじ軸４１に係合するナット４２
がねじ軸４１に沿って前記上下方向に移動し、ナット４２に一体化されたスライダー４３
とともに与圧部４４が昇降することになる。
【００２８】
　前記与圧部４４は、図６に示されるように、その同図中上端側の円筒部分が操作者の足
裏に接触する接触部４４Ａとして機能する。また、与圧部４４の内部には、操作者Ｈの足
裏が接触部４４Ａに接触した状態で、その反力を押圧力として検出する圧力センサからな
る足裏押圧力検出部４６が配置されている。この与圧部４４は、後述する制御装置１４で
の押圧駆動装置３８の駆動制御により、足裏押圧力検出部４６での押圧力の計測結果を考
慮しながら所望の押圧力が得られるように、昇降動作によって前述の通り上下方向に変位
する。
【００２９】
　なお、前記押圧ユニット３０としては、本実施形態の態様に限定されるものではなく、
制御装置１４での押圧駆動装置３８の駆動制御により、操作者Ｈの足裏の所望の部位に対
して所望の押圧力が得られるように動作可能である限り、種々の構造や機構を備えた様々
な態様の装置を採用することができる。
【００３０】
　前記制御装置１４は、ＣＰＵ等の演算処理装置及びメモリやハードディスク等の記憶装
置等からなるコンピュータによって構成される。
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【００３１】
　この制御装置１４は、図１に示されるように、動作検出装置１２によって検出された操
作者Ｈの動作情報に基づいて、ロボット１１の腕部１６及び体幹部１７の動作を制御する
ロボット動作制御部４８（スレーブ側動作制御部）と、接地圧検出部２４からの検出結果
により、ロボット１１の接地圧に基づく押圧力で操作者Ｈの足裏の所望部位を押圧するよ
うに刺激提示装置１３を動作制御する足裏押圧制御部４９とを備えている。
【００３２】
　前記ロボット動作制御部４８では、操作者Ｈの各腕部及び各体幹部の動きをロボット１
１に模倣させるように、対応するロボット１１の腕部１６及び体幹部１７の動作制御を行
うようになっている。すなわち、ここでは、刺激提示装置１３で圧力刺激を受けた後で、
操作者Ｈがバランスを保持するために行われるその腕部や体幹部の動作に追従させるよう
に、動作検出装置１２の検出結果に基づいてロボット１１の対応部位の動作制御を行うよ
うになっている。
【００３３】
　このロボット動作制御部４８は、図２に示されるように、予め指定された操作者Ｈ及び
ロボット１１の体格差や重量差を考慮したスケーリングにより、操作者Ｈの動作量をロボ
ット１１の目標動作量に変換するスケーリング変換器５１と、当該目標動作量での動作を
ロボット１１に実現させるように、対応するロボット１１の各駆動装置２０、２１、２２
に駆動指令するコントローラ５２とを含んでいる。
【００３４】
　前記スケーリング変換器５１では、ロボット１１及び操作者Ｈの各腕部の長さの差に応
じて、ロボット１１の腕部１６の目標動作位置を調整する位置スケーリングが行われる。
この位置スケーリングでは、腕動作検出部２６の検出結果で特定される操作者Ｈの腕部の
先端側部位における直交３軸方向における変位量について、操作者Ｈとロボット１１のそ
れぞれ腕部の長さの比率に応じて補正される。そして、当該補正後の位置が、ロボット１
１の腕部１６の目標動作位置とされる。更に、コントローラ５２から、腕駆動装置２０と
肘駆動装置２１に駆動指令され、ロボット１１の腕部１６の先端側が目標動作位置に到達
するように移動制御される。
【００３５】
　なお、前記スケーリング変換器５１では、腕動作検出部２６の検出結果から、操作者Ｈ
の腕部の動作速度を求め、ロボット１１及び操作者Ｈの体格差及び／又は重量差に応じて
、ロボット１１の動作速度を調整する速度スケーリングを行っても良い。例えば、本実施
形態で想定するアミューズメント用のロボット１１のように、ロボット１１が操作者Ｈよ
りも小さいサイズであるような場合、人間の動作速度と同じ速度でロボット１１を動作さ
せると、ロボット１１の安定性が低下するため、ロボット１１を人間と同じように動作さ
せるには、それらの体格差や重量差に応じてロボット１１の動作を人間よりも早める必要
がある。そこで、この速度スケーリングでは、ロボット１１及び操作者Ｈの重量差や腕部
の長さの差に対応した所定の係数を乗じる等により、操作者Ｈの腕部の動作速度に対して
ロボット１１の腕部１６の動作速度が補正される。そして、当該補正後の速度が、ロボッ
ト１１の腕部１６の目標動作速度とされる。更に、コントローラ５２から、腕駆動装置２
０と肘駆動装置２１に駆動指令され、ロボット１１の腕部１６を目標動作速度で所定時間
動作するように制御される。また、ここでは、同様にして、ロボット１１及び操作者Ｈの
重量差及び体幹部の長さの差に応じて、体幹動作検出部２７の検出結果から求めた操作者
Ｈの体幹部の動作速度が補正され、当該補正された目標動作速度でロボット１１の体幹部
１７が所定時間動作するように、体幹駆動装置２２に駆動指令され、体幹部１７の動作が
制御される。
【００３６】
　前記足裏押圧制御部４９は、予め指定された操作者Ｈ及びロボット１１の重量差を考慮
したスケーリングにより、押圧ユニット３０による操作者Ｈの足裏への目標押圧力を調整
するスケーリング変換器５３と、当該目標押圧力で操作者Ｈの足裏を押圧するように、対
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応する部位の押圧駆動装置３８に駆動指令するコントローラ５４とを備えている。
【００３７】
　前記スケーリング変換器５３では、人間がロボット１１と同じサイズであるとした場合
に、あたかも自身がロボット１１の起立現場にいるように、ロボット１１が接地面から受
けている接地圧を操作者Ｈに体感させるためのスケーリング処理が行われる。つまり、こ
こでは、ロボット１１の重量に対する操作者Ｈの体重の比率である重量比率に応じて、接
地圧検出部２４での検出結果を変換し、操作者Ｈの足裏への目標押圧力を決定する。ここ
での目標押圧力は、特に限定されるものではないが、例えば、接地圧検出部２４での計測
値に前記重量比率を乗じることで求められる。
【００３８】
　前記コントローラ５４では、次のようにして、押圧駆動装置３８に対する指令処理がな
される。すなわち、スケーリング変換器５３で求めた目標押圧力が得られるように、各押
圧機構３４の足裏押圧検出部４６で検出された現時点の足裏に対する押圧力に対する差分
を補填するべく、現時点からの与圧部４４の変位量が求められる。そして、当該変位量で
与圧部４４を昇降させるように押圧駆動装置３８に対する駆動指令がなされる。
【００３９】
　なお、人体の足裏皮膚弾性率やボールねじ機構の減速比等を考慮して、押圧駆動装置３
８に対する駆動指令を行うことにより、更に高精度なスケーリング処理を行うことができ
る。すなわち、ここでは、足裏皮膚弾性率及び減速比に対応する係数を目標押圧力に乗じ
た上で、当該目標押圧力を調整し、当該調整後の目標押圧力にて押圧駆動装置３８に対す
る駆動指令を行うことを例示できる。
【００４０】
　また、前記制御装置１４を構成するロボット動作制御部４８、足裏押圧制御部４９、各
スケーリング変換器５１、５３、各コントローラ５２，５４は、ロボット１１や刺激提示
装置１３とは別の場所に一体的に設けられていても良いし、適宜分離した状態で、ロボッ
ト１１や刺激提示装置１３とは別の場所、或いは、それらと一体的に設けられていても良
い。
【００４１】
　次に、前記遠隔操作システム１０でのロボット１１及び刺激提示装置１３の動作制御に
ついて説明する。
【００４２】
　先ず、初期設定として、直立姿勢のロボット１１を平坦な面に接地させて起立させた状
態とし、操作者Ｈも起立姿勢で左右の両足を刺激提示装置１３に置く。すなわち、操作者
Ｈの両足をプレート３２の角穴３２Ａに通して左右の押圧ユニット３０の上に乗せ、全て
の与圧部４４に左右の足裏を接触させる。その状態において、接地圧検出部２４及び足裏
押圧力検出部４６の検出結果に基づき、与圧部４４が上下移動可能となる所定の初期位置
にセットされる。
【００４３】
　そして、ロボット１１の移動過程で、その接地面の傾斜や凹凸等の外乱に応じて、ロボ
ット１１の足部１８Ａに作用する接地圧が初期状態に比べ部分的に増減すると、当該増減
した足部１８Ａの部位に対応する位置の与圧部４４により、当該足部１８Ａの部位が受け
た接地圧の大きさに応じて操作者Ｈの足裏への押圧力を増減させ、当該足裏に新たな圧力
刺激が提示される。その結果、操作者Ｈは、ロボット１１と同様に足裏が不安定な状態と
なり、自身が安定した姿勢を採るように、自身の腕部や体幹部を動かしながらバランスを
取る。その結果、動作検出装置１２で動作状態が検出された自身の腕部や体幹部の動作に
合わせるように、ロボット１１の腕部１６や体幹部１７が動作制御される。
【００４４】
　なお、本発明においては、前記ロボット１１に限らず、人体の腕部、体幹部、及び脚部
に対応する部位を含む他の可動体を被操作体として適用することもできる。また、当該被
操作体は、現実空間に存在する物体のみならず、画像提示により仮想的に存在するキャラ
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６の代わりに、被操作体の接地面からの接地圧を任意に設定する態様が採用される。
【００４５】
　その他、本発明における装置各部の構成は図示構成例に限定されるものではなく、実質
的に同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　遠隔操作システム
　１１　ロボット（被操作体）
　１２　動作検出装置
　１３　刺激提示装置
　１４　制御装置
　１６　腕部
　１７　体幹部
　１８　脚部
　１８Ａ　足部
　２４　接地圧検出部
　４８　ロボット動作制御部（スレーブ側動作制御部）
　４９　足裏押圧制御部
　５１　スケーリング変換器
　５２　コントローラ
　５３　スケーリング変換器
　５４　コントローラ

【図１】 【図２】
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